
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                  

 ※単価は国からの配分額や作付実績に応じて変更となる場合があります。 （円／10a） 

区 分 
国 

戦略作物助成等 

福島県 

産地交付⾦等 

いわき地域 

産地交付⾦ 

合  計 

 

 

⻨、⼤⾖ 基幹 35,000 円  5,000 円  
3,000 円  

※団地化(3ha 以上) 
4,3000 円  

そば、 

なたね 
基幹  20,000 円  

3,000 円  

※団地化(3ha 以上) 
23,000 円  

⼆⽑作（⻨・そば）   8,500 円  8,500 円  

飼料作物 

収穫のみ 10,000 円    10,000 円  

播種〜収穫 35,000 円    35,000 円  

⻘刈りトウモロコシ 35,000 円  4,000 円   39,000 円  

ＷＣＳ用稲 80,000 円   3,000 円  83,000 円  

加工用米 
単年契約 20,000 円    20,000 円  

複数年契約 20,000 円  14,000 円   34,000 円  

飼料用米 

一般品種 

(⼀括管理 

または区分管理) 

収量に応じて 

55,000 円〜95,000 円 

（標準単価 75,000 円） 

2,500 円  

※2 ㏊以上の作付 

うち 1/2 以上団地化 

 

 

2,000 円  

※１㏊以上の作付 

うち 1/2 以上団地化 

59,500 円〜 

99,500 円 

多収品種 

(区分管理のみ) 

収量に応じて 

55,000 円〜105,000 円 

（標準単価 80,000 円） 

3,000 円＋α 

※1/2 以上団地化  

60,500 円＋α〜

110,500 円＋α

米粉用米   55,000 円〜 
105,000 円 

耕畜連携   7,500 円  7,500 円  

新 市 場 
開拓用米 
（輸出用等） 

単年契約  34,000 円   34,000 円  

複数年契約   44,000 円   44,000 円  

地域振興作物 

（野菜・花き・果樹）   
5,500 円  

※10a 以上 
5,500 円  

 

水田活用の直接支払交付金における転作作物助成金の体系概要（R6 予定） 

【令和６年１月末現在の予定】 

〇国…飼料用米(一般品種)は、標準単価が 5,000 円ずつ段階的(R6～R8)

に引き下げられます。 ※多収品種の標準単価は従来どおり 

〇県…新情報なし（R６.１.18 現在） 

〇市…⑴ 飼料用米の作付拡大推進の観点から規模・団地化要件に変更 

一般品種：1ha 以上の作付うち 1/2 以上の団地化(1ｈａ未満対象外） 

多収品種：1/2 以上の団地化（将来的には規模要件も検討） 

⑵ 飼料用米の一般品種から多収品種への転換を促すため、 

ア：一般品種は段階的（R6～R8）に単価を引き下げ↘ 

イ：多収品種は（国配分額の範囲で）単価を引き上げ↗ 

⑶ 市計画（R4.2 策定）を踏まえ、地域振興作物の交付対象を見直し 

（下記参照） 

令和６年度の主な変更点 

【地域振興作物】交付対象は 10a 以上 

野菜：いちご、ねぎ、トマト、ピーマン 

花き：菊、りんどう 

果樹：イチジク、梨（交付対象期間は新植後３年目まで） 

※キュウリ、インゲン、ブロッコリー、アスパラガスは 

令和６年度から対象外になります 

 

３月１５日 水田台帳提出期限 

５月中旬 
経営所得安定対策等交付金申請書等の送付 

(交付対象作物作付者のみ) 

５月中旬～６月中旬 交付金申請書提出期間 

1２月～３月 水田活用の直接支払交付金の交付時期 

 

令和６年度経営所得安定対策等交付金スケジュール 

全要件を 

満たす場合 

ふくひびき、べこごのみ、

オオナリ、北陸１９３号、

モミロマン、まいひめ 

など 


